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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年７月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 ウェイクボーダー負傷 

発生日時 平成２６年８月６日 １５時３０分ごろ 

発生場所 愛知県蒲郡
がまごおり

市海陽町南東方沖 

三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯台から真方位１１１°１.９

海里付近 

（概位 北緯３４°４７.５６′ 東経１３７°１８.１６′） 

事故調査の経過  平成２６年８月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか 1人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート ラグーナ３０、１.５トン 

２４０－６５２０８愛知、蒲郡海洋開発株式会社 

５.９６ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、８４.６０kＷ、平成２６年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１０年４月２７日 

免許証交付日 平成２５年６月６日 

         （平成３０年６月５日まで有効） 

ウェイクボーダーＡ 女性 １２歳 

 死傷者等 重傷 １人（ウェイクボーダーＡ） 

 損傷 プロペラの曲損等 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、ウェイクボーダー２人を乗せ、ウ

ェイクボードをする目的で愛知県蒲郡市所在のマリーナ（以下「本件

マリーナ」という。）南東方沖の海域でウェイクボードを行ってい

た。 

本船は、ウェイクボーダーＡが手から離したけん引用ロープを渡す

ため、右に旋回してウェイクボーダーＡに接近し、ウェイクボーダー

Ａを左舷船首方約１０ｍに見る状況になったとき、機関をアイドリン

グ状態として、前進行きあしで航行していたところ、風に流されてウ

ェイクボーダーＡに向かって進行することになった。 

船長及びウェイクボーダーＢは、ウェイクボーダーＡが見えなくな

ったので、ウェイクボーダーＡが、船首付近で潜っているものと思
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い、平成２６年８月６日１５時３０分ごろに、船長が、けん引用ロー

プを確認し、クラッチを後進に入れた。 

ウェイクボーダーＡは、近づいてきた本船を手で押したものの、仰

向けの状態で船体の下に入り込む状況となり、本船が通過した際、本

船のプロペラに接触し、水面に浮上したときに右足の負傷に気付い

た。 

船長及びウェイクボーダーＢは、ウェイクボーダーＡが本船の船尾

後方約３ｍから本船船尾に向かって泳いできたのを認め、本船に引き

揚げて、負傷したウェイクボーダーＡの大腿
だいたい

部をけん引用ロープで縛

って止血を行った。 

船長は、本件マリーナに救急車の手配を要請し、本件マリーナに着

岸した。 

ウェイクボーダーＡは、救急車で病院に搬送され、右大腿挫滅
ざ め つ

創
そう

と

診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 その他の事項 本船は、本事故当時、喫水が、船首尾共約０.５ｍで、船外機のプ

ロペラ翼端が海面下約０.７ｍにあった。 

船長は、免許取得後、プレジャーボート等を所有して数年使用した

後、約８年前から本件マリーナでプレジャーボートを多い年で４回ぐ

らい借りてウェイクボード等に使用しており、本事故の２日前にも本

船を借りていた。 

ウェイクボーダーＡは、ウェイクボードをするのが初めてであっ

た。 

 ウェイクボーダーＡは、本事故当時、長袖のラッシュガード及びシ

ョートパンツの上に救命胴衣を着用し、ウェイクボード用のブーツを

履いていた。 

ウェイクボーダーＡは、本事故時、通過する本船の下に入り、海面

に顔が潜ったり、浮かんだりの状況でパニック状態に陥り、本船のプ

ロペラに巻き込まれるおそれを感じたが、プロペラに接触した瞬間は

分からなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり  

なし 

 本船は、本件マリーナ南東方沖において、船長が、ウェイクボーダ

ーＡにけん引用ロープを渡すために接近した際、ウェイクボーダーＡ

が見えなくなったが、ウェイクボーダーＡの所在を確認しなかったこ

とから、機関を後進にかけたところ、船体の下にいたウェイクボーダ
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ーＡがプロペラに接触して負傷したものと考えられる。 

 船長は、ウェイクボーダーＡが船首付近で潜っているものと思った

ことから、ウェイクボーダーＡの所在を確認しなかったものと考えら

れる。 

ウェイクボーダーＡは、本船が風上側から接近したことから、本船

が圧流された船体の下に潜り込む状況になったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件マリーナ南東方沖において、船長が、ウェ

イクボーダーＡにけん引用ロープを渡すために接近した際、ウェイク

ボーダーＡが見えなくなったが、ウェイクボーダーＡの所在を確認し

なかったため、機関を後進にかけたところ、船体の下にいたウェイク

ボーダーＡがプロペラに接触したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関の運転は、プロペラ付近に人がいないことを確認してから行

うこと。 

・落水者等に接近するときは、安全な速力としてその所在を常に確

認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯台 

本件マリーナ 

拡大 

ウェイクボーダーＡ 

事故発生場所 

（平成２６年８月６日 １５時３０分ごろ発生） 

 

予定の航行経路 

実際の航行経路 


